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改

正

案

現

行

（
取
得
に
よ
る
企
業
結
合
が
行
わ
れ
た
場
合
の
注
記
）

（
取
得
に
よ
る
企
業
結
合
が
行
わ
れ
た
場
合
の
注
記
）

第
五
条
の
十

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
十
七
の
規
定
は
、
他
の
企
業
又
は
企
業

第
五
条
の
十

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
十
七
の
規
定
は
、
他
の
企
業
又
は
企
業

を
構
成
す
る
事
業
の
取
得
に
よ
る
企
業
結
合
が
行
わ
れ
た
場
合
（
次
条
各
項
に
定

を
構
成
す
る
事
業
の
取
得
に
よ
る
企
業
結
合
が
行
わ
れ
た
場
合
（
次
条
各
項
に
定

め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
財
務
諸
表

め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
財
務
諸
表

等
規
則
第
八
条
の
十
七
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
事
業
年
度
」
と
あ

等
規
則
第
八
条
の
十
七
第
一
項
（
第
九
号
を
除
く
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項
中

る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
」
と
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
財
務
諸
表
に
」
と
あ

「
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
」
と
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「

る
の
は
「
中
間
財
務
諸
表
に
」
と
、
同
項
第
十
一
号
及
び
同
条
第
五
項
中
「
連
結

財
務
諸
表
に
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
財
務
諸
表
に
」
と
、
同
項
第
九
号
中
「
事
業

財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
財
務
諸
表
」
と
、
同
号
及
び
同
条
第
三
項

年
度
の
翌
事
業
年
度
以
降
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
の
末
日
後
」
と
、
同

第
一
号
中
「
損
益
計
算
書
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
損
益
計
算
書
」
と
読
み
替
え
る

項
第
十
号
及
び
同
条
第
四
項
中
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
財

も
の
と
す
る
。

務
諸
表
」
と
、
同
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
損
益
計
算
書
」
と

あ
る
の
は
「
中
間
損
益
計
算
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
潜
在
株
式
調
整
後
一
株
当
た
り
中
間
純
利
益
金
額
に
関
す
る
注
記
）

（
潜
在
株
式
調
整
後
一
株
当
た
り
中
間
純
利
益
金
額
に
関
す
る
注
記
）

第
五
十
三
条

潜
在
株
式
調
整
後
一
株
当
た
り
中
間
純
利
益
金
額
（
普
通
株
式
を
取

第
五
十
三
条

潜
在
株
式
調
整
後
一
株
当
た
り
中
間
純
利
益
金
額
（
普
通
株
式
を
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
又
は
普
通
株
式
へ
の
転
換
請
求
権
そ
の
他
こ
れ
ら
に

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
又
は
普
通
株
式
へ
の
転
換
請
求
権
そ
の
他
の
こ
れ
ら

準
ず
る
権
利
が
付
さ
れ
た
証
券
又
は
契
約
（
以
下
「
潜
在
株
式
」
と
い
う
。
）
に

に
準
ず
る
権
利
が
付
さ
れ
た
証
券
又
は
契
約
（
以
下
「
潜
在
株
式
」
と
い
う
。
）

係
る
権
利
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
し
た
一
株
当
た
り

に
係
る
権
利
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
し
た
一
株
当
た

中
間
純
利
益
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
算
定
上

り
中
間
純
利
益
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
算
定

の
基
礎
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
注
記
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
の
基
礎
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
注
記
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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様式第六号 

【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成  年  月  日 至 平成  年  月  日） 

（単位：  円）

 株主資本 評価・換算差額等 新株予 

約権 

純資産 

合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資 

本合計 

その他 

有価証 

券評価 

差額金 

繰延ヘ 

ッジ損 

益 

土地再 

評価差 

額金 

評価・ 

換算差 

額等合 

計 

資本準 

備金 

その他 

資本剰 

余金 

資本剰 

余金合 

計 

利益準 

備金 

その他利益剰余 

金 

利益剰 

余金合 

計 
××積 

立金 

繰越利 

益剰余 

金 

当期首残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期変動額                 

新株の発行 ××× ×××  ×××      ×××      ××× 

剰余金の配当     ×××  △××× △×××  △×××      △××× 

中間純利益       ××× ×××  ×××      ××× 

自己株式の処分         ××× ×××      ××× 

・・・・・・・                ××× 

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期変動額合計 ××× ××× － ××× ××× － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

様式第六号 

【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成  年  月  日 至 平成  年  月  日） 

（単位：  円）

 株主資本 評価・換算差額等 新株予 

約権 

純資産 

合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資 

本合計 

その他 

有価証 

券評価 

差額金 

繰延ヘ 

ッジ損 

益 

土地再 

評価差 

額金 

評価・ 

換算差 

額等合 

計 

資本準 

備金 

その他 

資本剰 

余金 

資本剰 

余金合 

計 

利益準 

備金 

その他利益剰余 

金 

利益剰 

余金合 

計 
××積 

立金 

繰越利 

益剰余 

金 

当期首残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期変動額                 

新株の発行 ××× ×××  ×××      ×××      ××× 

剰余金の配当     ×××  △××× △×××  △×××      △××× 

当期純利益       ××× ×××  ×××      ××× 

自己株式の処分         ××× ×××      ××× 

・・・・・・・                ××× 

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期変動額合計 ××× ××× － ××× ××× － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 
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当中間会計期間（自 平成  年  月  日 至 平成  年  月  日） 

(単位：  円） 

 株主資本 評価・換算差額等 新株予 

約権 

純資産 

合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資 

本合計 

その他 

有価証 

券評価 

差額金 

繰延ヘ 

ッジ損 

益 

土地再 

評価差 

額金 

評価・ 

換算差 

額等合 

計 

資本準 

備金 

その他 

資本剰 

余金 

資本剰 

余金合 

計 

利益準 

備金 

その他利益剰余 

金 

利益剰 

余金合 

計 
××積 

立金 

繰越利 

益剰余 

金 

当期首残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期変動額                 

新株の発行 ××× ×××  ×××      ×××      ××× 

剰余金の配当     ×××  △××× △×××  △×××      △××× 

中間純利益       ××× ×××  ×××      ××× 

自己株式の処分         ××× ×××      ××× 

・・・・・・・                ××× 

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期変動額合計 ××× ××× － ××× ××× － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

（記載上の注意） 

１．～５． （略） 

６．遡及適用及び修正再表示（以下６．において「遡及適用等」という。）を行つた場合には、前中間会計期間の期首残高に対する累積的影響額及び遡及適用等の後の期首残高を区

分表示すること。 

７．会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置において、会計方針の変更による影響額を適用初年度の期首残高に加減することが定められている場合には、当中間会計

期間の期首残高に対する影響額及び当該影響額の反映後の期首残高を区分表示すること。 

８． （略） 

当中間会計期間（自 平成  年  月  日 至 平成  年  月  日） 

(単位：  円） 

 株主資本 評価・換算差額等 新株予 

約権 

純資産 

合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資 

本合計 

その他 

有価証 

券評価 

差額金 

繰延ヘ 

ッジ損 

益 

土地再 

評価差 

額金 

評価・ 

換算差 

額等合 

計 

資本準 

備金 

その他 

資本剰 

余金 

資本剰 

余金合 

計 

利益準 

備金 

その他利益剰余 

金 

利益剰 

余金合 

計 
××積 

立金 

繰越利 

益剰余 

金 

当期首残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期変動額                 

新株の発行 ××× ×××  ×××      ×××      ××× 

剰余金の配当     ×××  △××× △×××  △×××      △××× 

当期純利益       ××× ×××  ×××      ××× 

自己株式の処分         ××× ×××      ××× 

・・・・・・・                ××× 

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期変動額合計 ××× ××× － ××× ××× － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

（記載上の注意） 

１．～５． （略） 

（新設） 

（新設） 

６． （略） 
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